
【お問い合わせ先】　 求人企画部門　 学卒担当　 ☎ 019-624-8905

　令和４年５月１３日（金）、盛岡管内の高校生二人を「１日ハ
ローワーク盛岡所長」に委嘱し、管内の経済団体に対して、
来春卒業予定の高校生を対象とする求人の提出、雇用確保
の要請を行いました。

　「１日ハローワーク盛岡所長」として職務を行ったのは、
盛岡市立高等学校３年の澤屋敷 海美（さわやしき みみ）さん、
下平 紘星（しもたい こうせい）さんです。

　二人は、大久保徳男 盛岡公共職業安定所長から委嘱状と
タスキを受け取り、藤澤和義 盛岡副市長、佐々木隆 盛岡広
域振興局長とともに、盛岡市の盛岡商工会議所と矢巾町の
協同組合盛岡卸センターを訪問し、要請書を提出しました。

　二人は、「盛岡地域の高校生は、その多くが盛岡地域へ
の就職を希望しています。岩手の未来を担う高校生が地元
で活躍できるよう早期の求人提出をお願いいたします。」と
要請し、「盛岡地域で就職し、地域の企業のために、そして
地域の人々のために貢献したい。これが私たちの希望で
す。１人でも多くの高校生が盛岡地域に就職できるようお
力添えください。」と強く思いを伝えました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　令和５年３月新規高等学校卒業予定者を対象とする求人
は、６月１日（水）から受付を開始し、７月１日（金）から公開を
開始します。

高校生の「１日ハローワーク所長」が求人要請を行いました！
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　令和５年３月新規高等学校卒業予定者を対象として、管内求人事業所と県内高等学校
進路指導担当者が各種情報を交換して相互理解を深めることにより、盛岡地域の若年
労働力の確保につなげることを目的に開催します。

【開催日時】 令和４年７月７日（木）
  午前の部 11：00 ～ 12：30

（10：30 受付開始）
  午後の部 14：３0 ～ 16：00

（14：00 受付開始）

【開催場所】 ホテルメトロポリタン盛岡　本館４階

【参加対象】 盛岡公共職業安定所管内の求人事業所
  岩手県内の高等学校進路指導担当者

【主　　催】 盛岡公共職業安定所 盛岡地域雇用開
発協会

【実施内容】 各事業所のブースを進路指導担当者が訪問して面談する形式となります。
・事業所側からは、事業概要、求人内容などの情報を説明。
・学校側からは、就職希望者の状況、学校での履修科目及び資格取得見込

などの情報を説明。

※新型コロナウイルス感染防止対策として、ブースでの密な状態の発生を避けるため、
1 事業所につき 1 名までの参加とさせていただきます。

県内高等学校進路指導担当教師等との
情報交換会を開催します！

【お問い合わせ先】　 求人企画部門　 学卒担当　 ☎ 019-624-8905

参加申込締切日は、令和 4年 6月 20日（月）となります。
　新型コロナウイルス感染症やウクライナ情勢などを背景として、経済全般にわたって甚大
な影響を受けているところですが、企業様におかれましては、１人でも多くの学生・生徒の
人材確保にご協力いただきますようお願いいたします。
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認定日：令和4年4月26日

農場で活躍している飼育員 工場作業風景

　障害者の雇用促進における取組みを始めて 25 年以上になります。
　障がい特徴は、多岐にわたり１人１人違いますが、皆働く力や能力をたくさん持っています。まずは
社員全員で受入れて、伸ばし、見守る職場環境が一番大切です。私達は、「支え合い」「認め合い」「分
かち合い」を共通理念とし、共に働き、笑い、一緒に知恵を絞り、常に生産性を高める努力を心掛けて
おります。鶏肉産業を通じて、世の中の役に立ち、感動を共有し、障がいのある方々の地域生活がより
一層向上する、暮らしと仕事の一貫した支援にこれからも取り組んで参ります。

※令和３年度 法定雇用率 2.3%

本　　社：〒028-7113　岩手県八幡平市平笠 10-63-1
　　電話番号：0195-75-1662

設　　立：昭和 56 年６月　代表者  吉田 稔博（代表取締役社長）
会社概要：養鶏業、鶏肉製造業、障がい福祉サービス業（共同生活援助グループホーム）

　社長をトップに「障害者活躍推進及び雇用管理会議」を開催し、障害者雇用の理解促進を図っている。
　自社グループ内の福祉分野の専門的な研修を受講した職員を講師に中途入社の職員を対象に、障が
いのある方の雇用管理に関する研修を実施し、障害者雇用の理解促進、意識啓発を行っている。
　自社で共同生活援助グループホームを開設し、地域で自分らしく暮らせる様に、自立した日常生活・
社会生活の継続が可能になるように支援を行っている。

具 体 的 な 取 組

会 社 か ら の
メ ッ セ ー ジ

雇 用 状 況
令和３年６月１日現在

法定雇用障害者の算定基礎となる労働者数 105.5人

実雇用率 41.71%（障害者雇用数 44.0人）
（※実雇用率は岩手県内 第１位）

盛岡所管内初の認定企業
有限会社 西部産業

「障害者に関する優良な中小事業主」を認定！
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最近の求人求職のうごき
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(倍)(人) R3/4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 R4/1月 2月 3月 4月

有効求人数 有効求職者数 有効求人倍率 有効求人倍率（前年）

R3/4 月 5月 6月 ７月 8月 9月 10月 11月 12月 R4/1 月 ２月 ３月 ４月
3,430 3,200 3,332 3,363 3,276 3,199 3,548 3,628 3,129 3,981 4,365 4,076 3,540
9,307 8,922 9,016 8,875 9,089 9,171 9,169 9,572 9,436 9,779 10,801 11,240 10,360
2,708 1,769 1,807 1,559 1,616 1,755 1,776 1,779 1,547 1,985 2,169 2,234 2,589

10,123 9,727 9,346 8,788 8,673 8,703 8,814 8,843 8,533 8,654 9,070 9,411 9,534
1.27 1.81 1.84 2.16 2.03 1.82 2.00 2.04 2.02 2.01 2.01 1.82 1.37
0.92 0.92 0.96 1.01 1.05 1.05 1.04 1.08 1.11 1.13 1.19 1.19 1.09
1.02 0.87 0.87 0.91 0.91 0.94 0.96 0.99 0.99 1.01 1.02 1.03 0.92

新規求人数

有効求人数

新規求職者数

有効求職者数

新規求人倍率

有効求人倍率

有効求人倍率（前年）

3.2%

11.3%

▲ 4.4%

▲ 5.8%

0.10p

0.17p

ー

前年同月比

最近の求人求職のうごき

事業主の皆さまへ

盛岡新卒応援ハローワーク（１Ｆ）
わかもの支援コーナー（１Ｆ）
TEL 019-653-8609  FAX 019-653-8608
職業相談コーナー（２Ｆ）
TEL 019-623-4800  FAX 019-622-1638
マザーズコーナー（２Ｆ）
TEL 019-907-0203  FAX 019-622-1638
就職氷河期世代専門窓口（２Ｆ）
TEL 019-908-2060　FAX 019-908-2061
職業訓練相談コーナー（２Ｆ）
TEL 019-606-2256　FAX 019-908-2062

ハローワーク盛岡菜園庁舎ハローワーク盛岡菜園庁舎
〒020-0024盛岡市菜園１丁目12-18　 盛岡菜園センタービル
開庁時間　平日 10:00～18:30
職業相談コーナーのみ　土曜日開庁 10:00～17:00

発 行 盛岡公共職業安定所

沼宮内出張所

〒020ｰ0885　盛岡市紺屋町７番 26号

〒028ｰ4301 岩手郡岩手町大字沼宮内 7ｰ11ｰ 3

TEL 019ｰ624ｰ8905　FAX 019ｰ652ｰ7199

TEL 0195ｰ62ｰ2139　FAX 0195ｰ62ｰ1312

滝沢市地域職業相談室
〒020ｰ0632 滝沢市牧野林 1000ｰ1

TEL 019ｰ687ｰ6911　FAX 019ｰ687ｰ6912

高年齢者雇用状況等報告書及び障害者雇用状況報告書
報告期限は、７月15日（金）までとなっております。

（早期の報告をお願いいたします。）
◆高齢者雇用状況等報告とは
　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52号条第１項に基づき、事業主の方は、毎年６月１日現在における定
年及び継続雇用制度の状況、その他高年齢者の雇用に関する状況をハローワークを経由して厚生労働大臣に提出
することが義務づけられています。

◆障害者雇用状況報告とは
　障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項に基づき、企業全体の常用労働者が４３．５人以上の事業主の方
は、毎年6月1日現在における障害者の雇用に関する状況をハローワークを経由して厚生労働大臣に提出することが
義務づけられています。
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